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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第６期

第２四半期連結
累計期間

第７期
第２四半期連結
累計期間

第６期
第２四半期連結
会計期間

第７期
第２四半期連結
会計期間

第６期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高 (百万円) 198,726 174,392 133,281 121,344 401,204

経常利益 (百万円) 3,195 3,659 10,796 11,283 7,001

四半期（当期）純利益又

は純損失（△）
(百万円) △605 1,419 8,812 8,936 △2,983

純資産額 (百万円) － － 25,013 22,297 21,243

総資産額 (百万円) － － 219,021 184,290 194,933

１株当たり純資産額 (円)　 － － △706.13 △756.34 △788.11

１株当たり四半期（当

期）純利益又は純損失

（△）金額

(円)　　 △16.33 38.30 237.58 241.22 △80.43

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額

(円)　　 － 9.32 102.78 58.70 －

自己資本比率 （％） － － 9.5 10.3 9.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 5,651 16,566 － － 76

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △2,025 △533 － － △3,393

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △7,172 △10,483 － － △9,076

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
(百万円) － － 37,330 34,015 28,472

従業員数 (人) － － 9,916 9,291 9,837

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第６期第２四半期連結累計期間及び第６期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、

潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人）    9,291  (927)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人）   752 　　  (181)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社グループが営んでいる事業の大部分を占める住宅事業では、「生産」を定義することが困難（請負工事及び

不動産売買）であるため、生産実績は記載しておりません。

 

(2) 受注状況

　当第２四半期連結会計期間における住宅事業の受注状況は、次のとおりであります。

 受注高（百万円）　 前年同四半期比（％） 受注残高（百万円） 前年同四半期比（％）

住宅事業 　　　　　94,344 90.2 119,667 83.9

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。

 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

住宅事業 　　　　　121,344　　 91.0

　（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　2.当社グループでは、建築請負事業の特性として、建物の完成引渡が第２四半期と第４四半期に偏ることから、第２四

半期連結会計期間の販売実績が高くなるといった季節的変動要因があります。 

 

２【事業等のリスク】

  当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、主要各国による経済対策と景気刺激策の効果もあり、景気はわずかな

がらに持ち直しの傾向にありますが、雇用情勢・設備投資・個人消費は依然厳しい状況で推移しております。

　住宅業界におきましても、住宅ローン減税の拡大や贈与税の軽減措置、太陽光発電システムへの補助など住宅需要

を下支えする政策が次々と打ち出され、状況はわずかながらに持ち直しの傾向にありますが、雇用や所得の不透明

感による購買意欲の減退など依然厳しい状況にあります。

　このような事業環境のなか、近年の住宅政策はストック型社会への転換を目指しており、当社においても国土交通

省が実施する「長期優良住宅先導的モデル事業」に応募した５つの提案がすべて採択され、また、６月４日に施行

された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」に対しては、７月１日から契約する

戸建住宅商品について「長期優良住宅」の認定基準に適合する仕様を標準化しております。

　販売面におきましては、４月にコストパフォーマンスに優れたスマートスタイルシリーズに太陽光発電システム

を標準搭載した戸建住宅「SMART STYLE ZERO(スマートスタイル・ゼロ)」、ECO・微気候デザインを採用し、光や風

を招き入れる工夫を施した３階建て住宅「GENIUS(ジニアス)まちの空」、さらには各入居者が余剰電力を売電でき

る太陽光発電システムを搭載した賃貸住宅「Belle Lead eco(ベルリード・エコ)」の３商品を発売し、環境に配慮

した商品のラインアップを拡充、また、“エコ”をテーマにした全国一斉商品発表会も開催しました。夏にプラス70

万円で太陽光発電が付けられる「スマートECOライフ」キャンペーンの実施など環境意識が高まるなか、積極的に

環境配慮商品の販売強化に努めました。

　なお、「SMART STYLE ZERO」は、環境だけでなく子育て中のキッズファミリーに焦点をあて、「子どもと未来のた

め」にちょうどいい「カタチ」として、３つの「ECOフォルム(カタチ)」をバランスよく取り入れたことにより、子

どものエコ心を育てる住まいとして第３回キッズデザイン賞を受賞しました。また、地球温暖化の原因の一つとさ

れるCO2の排出削減への関心が高まるなか、当社の技術力や環境配慮の企業姿勢を明確にするため、同商品の「ゼロ

CO2・ゼロエネルギーモデル」では年間のCO2排出量と排出削減量との収支がゼロになることを客観的に証明するこ

とを目的に、第三者審査機関である株式会社日本スマートエナジーより、業界初の第三者認証を取得しました。

　さらに環境施策の一環として、新築施工現場のゼロ・エミッションを推進するため、関東エリアの１都７県を対象

とした「広域認定制度」の認定を取得し、千葉県野田市で産業廃棄物の中間処理施設「関東資源循環センター」を

６月から本格稼動させております。ここでのノウハウを全国に展開することで、2010年度末までにすべての新築施

工現場のゼロ・エミッションの達成を目指してまいります。

　当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、第１四半期連結会計期間の受注高が前年を下回っていたこと

などにより、売上高は前年同期比119億36百万円減少(9.0%減)の1,213億44百万円となりました。なお、利益面につき

ましては、売上高の減少による売上総利益の減少を販売費及び一般管理費の削減や営業外損益の改善などにより、

営業利益は115億92百万円(前年同期115億56百万円)、経常利益は112億83百万円(前年同期107億96百万円)、四半期

純利益は89億36百万円（前年同期88億12百万円）となりました。

 

(2) 資産、負債及び純資産の状況

　第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、たな卸資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ106億43

百万円減少し、1,842億90百万円となりました。負債につきましては、有利子負債の返済等により、前連結会計年度末

に比べ116億96百万円減少し、1,619億93百万円となりました。 また、純資産につきましては、四半期純利益を計上し

たことによる利益剰余金等の増加により、前連結会計年度末に比べ10億53百万円増加し、222億97百万円となりまし

た。
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(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ

り307億50百万円の増加、投資活動及び財務活動により231億73百万円の減少となり、当第２四半期連結会計期間末

残高は340億15百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動による資金の収入は、307億50百万円（前第２四半期連結会計期間比40億20百万円増加）となりました。

これは主に未成工事受入金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益の計上、たな卸資産の減少による収入等

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動による資金の収入は、52百万円（前第２四半期連結会計期間比14億78百万円増加）となりました。これ

は主に固定資産の取得による支出等があったものの、固定資産及び投資有価証券の売却による収入等によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の支出は、232億25百万円（前第２四半期連結会計期間比44億35百万円増加）となりました。

これは主に短期及び長期借入金の返済による支出等によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　　

 

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、６億47百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等についての重要な変更及び新たに確定した計画は

ありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 142,160,000

Ｂ種優先株式 4,500,000

Ｃ種優先株式 3,340,000

計 150,000,000

 

②【発行済株式】

種類
　第２四半期会計期間末
　現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 38,738,914 38,738,914

東京証券取引所

大阪証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

（注）１

第三回Ｂ種優先株式 333,328 333,328 － （注）２

第四回Ｂ種優先株式 4,166,600 4,166,600 － （注）２

第一回Ｃ種優先株式 3,333,333 3,333,333 － （注）３

計 46,572,175 46,572,175 － －

　（注）１．完全議決権株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

２．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、単元株式数は100株であります。

  第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式

優先期末配当 計算方法 Ｂ種優先期末配当は、発行価額（6,000円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率

を乗じて算出した額とする。円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨

五入する。計算の結果が600円を超える場合は、600円とする。

 配当年率 配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）＋2.375％

  ％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

  「年率修正日」は毎年４月１日とする。

「日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）」は、各年率修正日（当日が銀行休業日の場合は前営

業日）（以下「優先期末配当決定基準日」という。）の午前11時における日本円１年

物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によっ

て公表される数値を指すものとし、優先期末配当決定基準日に日本円１年物トー

キョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、同日（当日が

ロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリー

ン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ１

年物（360日ベース））として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ず

るものと認められるものを用いる。

 上限 １株につき600円

 累積条項 非累積型

 参加条項 非参加型
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  第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式

優先中間配当 各事業年度において該当する上記Ｂ種優先期末配当の２分の１の金額とする。

期末配当・中間配当以外 Ｂ種優先期末配当のうち、その配当にかかる基準日が属する事業年度の初日（同日を

含む。）からその配当の基準日（同日を含む。）までの期間に相当する金額として月割

計算（ただし、１か月未満の期間については年365日又は年360日の日割計算）により

算出される額の金銭（以下「Ｂ種優先配当（期末配当・中間配当以外）」という。）

を支払う。ただし、既にその事業年度においてＢ種優先中間配当又はその事業年度に属

する日を基準日とするＢ種優先配当（期末配当・中間配当以外）を支払ったときは、

それらの累積額を控除した額とする。

残余財産の分配 １．残余財産の分配を行う場合は、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対し、普　　

通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき6,000円を支払

う。

 
２．上記１のほか、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対する残余財産の分配は

行わない。

買受け又は消却 当社は、いつでもＢ種優先株式を買受け、又は利益をもって消却することができる。

償還請求権  １．Ｂ種優先株主は、当社の前事業年度の末日における分配可能額が200億円を超える

場合、その分配可能額に２分の１を乗じた額から、その前事業年度にかかる定時株主

総会において剰余金から配当し、又は支払うものと定めた額を控除した額を限度と

して、当社に対して、その保有するＢ種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金

銭の交付を請求することができる。

  ２．上記１の金銭の交付を請求することができる期間は、Ｂ種優先株式の発行日から

４年間を経過した日以降、毎年７月１日から７月20日までとする。

  ３．上記１、２に従った金銭の交付の請求があった場合、当社は、その年の８月31日

（その日が日本における銀行の休日に当たるときは、その前営業日）を金銭の交付

日として、法令の定めに従い、Ｂ種優先株主に対して、Ｂ種優先株式の全部又は一部

の取得と引換えに金銭を交付する。なお、上記１の限度額を超えてＢ種優先株主から

の金銭の交付の請求があったときは、当社が取得するＢ種優先株式の順序は、上記２

の請求可能期間の経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

  ４．上記３のＢ種優先株式１株を取得するのと引換えに当社がＢ種優先株主に交付す

る金銭の額は、Ｂ種優先株式１株につき6,000円に、そのＢ種優先株式のＢ種優先期

末配当の額を取得日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日（同日を

含む。）までの日数で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第

１位を四捨五入する。）を加算した額とする。
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  第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式

普通株式への 転換請求期間 平成32年７月１日～平成47年６月30日平成35年７月１日～平成50年６月30日

 転換請求権 転換により発行

すべき普通株式

数

Ｂ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、Ｂ種優先株主が転換請求のため

に提出したＢ種優先株式の発行価額総額を転換価額で除した数とし、１株未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。なお、各回号の優先株式の株式分割又は株式併合

が実施された場合の各回号の発行価額は、調整後発行価額（調整前の発行価額に、株式

分割又は株式併合前の各回号の優先株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後の各

回号の優先株式の総数で除して算出される価額とする。ただし、除算は最後に行い１円

未満の端数は切り上げる。）とする。

 当初転換価額 153円

なお、平成17年５月27日付で普通株式の併合が行われたことにより、同日より、普通株

式への転換請求権における当初転換価額は、1,530円となりました。また、平成17年６月

23日開催の取締役会において、第三回Ｂ種優先株式及び第四回Ｂ種優先株式の転換価

額を、それぞれ次のとおり（適用日は平成17年６月25日以降）変更する旨決議いたし

ました。

転換価額：1,300円40銭／上限転換価額：2,600円80銭／下限転換価額：650円20銭　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

 転換価額の修正 転換価額は、下記の各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会

社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後転換価額は円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間の

初日から転換価額修正日の前日までの日に、下記「転換価額の調整」で定める転換価

額の調整事由が生じた場合には、その平均値は、下記「転換価額の調整」に準じて取締

役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が

当初転換価額の50％（以下「下限転換価額」という。ただし、下限転換価額は、下記

「転換価額の調整」により転換価額が調整された場合は調整後転換価額を調整前転換

価額で除した比率（以下「調整比率」という。）に応じて調整される。下限転換価額

は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を下回る場合

には下限転換価額をもって、また、修正後転換価額が当初転換価額の200％（以下「上

限転換価額」という。ただし、上限転換価額は、下記「転換価額の調整」により転換価

額が調整された場合は調整比率に応じて調整される。上限転換価額は、円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を上回る場合には上限転換価額を

もって修正後転換価額とする。
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  第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式

普通株式への

転換請求権

転換価額修正日 平成33年７月１日～平成47年６月30日の

 毎年７月１日

平成36年７月１日～平成50年６月30日の

 毎年７月１日

 転換価額の調整 １. 当社は、Ｂ種優先株式発行後、下記２に掲げる各事由により、当社の普通株式数に

変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下

「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

  
  

既発行普通株式数＋

新発行・処分

普通株式数
×
1株当たりの発

行・処分価額

 
調整後転換価額＝調整前転換価額×

時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数

  ２. 転換価額調整式によりＢ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後

の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

  (１)下記４(２)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を

新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合

      調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降、これを適用する。

  (２)株式分割により普通株式を発行する場合

 調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用す

る。ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件にその部分をもっ

て株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、その分

配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割の

ための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、その分配可能額の資

本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

    　なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日からそ

の分配可能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなし

た者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。

  
 

株式数

 

＝

〔調整前転換価額－調整後転換価額〕 ×
調整前転換価額をもって転換によりその

期間内に発行された株式数

調　　整　　後　　転　　換　　価　　額

 この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整

は行わない。

  

  (３)下記４(２)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される

証券若しくは転換できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株

式１株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権若しくは新株予

約権付社債を発行する場合

      調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社

債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの

とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。ただし、

その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。

  ３．転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、この差

額相当額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される

調整後の転換価額にその都度算入する。
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  第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式

普通株式への

転換請求権

転換価額の調整 ４.(１)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

  (２)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、

上記２(２)ただし書の場合は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の

終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この

場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。

  (３)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその

日、また、株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の

日における当社の発行済普通株式数から、その日における当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。

  ５. 当社は、上記２の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、取締役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

  (１)株式の併合、資本の減少、会社法第762条に定められた新設分割、会社法第757条

に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

  (２)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転

換価額の調整を必要とするとき。

  (３)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影

響を考慮する必要があるとき。

普通株式への強制転換 １．当社は、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求期間

中に転換請求の対象とされなかったＢ種優先株式について、同期間の末日の翌日以

降の日で取締役会の決議にて定める日（以下「強制転換日」という。）において、こ

れを取得することができる。

 ２．当社は、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対し、取得の対価として、Ｂ種優

先株式１株につき、そのＢ種優先株式１株の発行価額を強制転換日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して

得られる数の普通株式を交付する。ただし、その平均値の計算は、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する方法によるものとし、かかる計算によ

り得られる金額が500円を下回るときは、500円とする。

 ３．上記２の普通株式数の算出に当たり１株に満たない端数が生じたときは、会社法

に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。

  ４．Ｂ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合のその強制転換時の発行

価額は、調整後発行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前のＢ種優先

株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後のＢ種優先株式の総数で除して算出さ

れる価額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）とする。

期中転換又は強制転換があった

場合の取扱い

Ｂ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の期末配当又は中間配当

については、転換の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたときは

４月１日に、10月１日から翌年の３月31日までになされたときは10月１日に、それぞれ

転換があったものとみなしてこれを支払う。

議決権  １．Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

  ２．上記１にかかわらず、Ｂ種優先株主は、平成19年４月１日以降、当社の前事業年度

の末日における分配可能額が200億円を超える場合において、Ｂ種優先株主に対して

Ｂ種優先期末配当全額を支払う旨の議案が前事業年度にかかる定時株主総会に提出

されない場合は、その定時株主総会から、その議案がその定時株主総会に提出された

にもかかわらず否決された場合は、その定時株主総会の終結の時から、Ｂ種優先株主

に対してＢ種優先期末配当全額を支払う旨の決議がなされる時まで議決権を有す

る。

新株予約権等  当社は、Ｂ種優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権付社

債の割当てを受ける権利を与えない。

会社法第322条第２項に規定する

定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはない。

議決権を有しないこととしてい

る理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したため。
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３．Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、単元株式数は100株であります。

 　 第一回Ｃ種優先株式

優先期末配当 計算方法 Ｃ種優先期末配当は、平成20年３月31日に終了する事業年度まで無配とする。

平成20年４月１日に開始する事業年度以降のＣ種優先期末配当は、発行価額（6,000

円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率を乗じて算出した額とする。円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。計算の結果が600円を超える場

合は、600円とする。

 配当年率 配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）＋1.500％

  ％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

  

「年率修正日」は平成21年４月１日及びそれ以降の毎年４月１日とする。

「日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）」は、平成20年４月１日又は各年率修正日（これらの

日が銀行休業日の場合は前営業日）（以下「優先期末配当決定基準日」という。）の

午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート

として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、優先期末配当決定基準

日に日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されな

い場合、同日（当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間

午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユー

ロ円ＬＩＢＯＲ１年物（360日ベース））として英国銀行協会によって公表される数

値又はこれに準ずるものと認められるものを用いる。

 上限 １株につき600円

 累積条項 非累積型

 参加条項 非参加型

優先中間配当 各事業年度において該当する上記Ｃ種優先期末配当の２分の１の金額とする。

期末配当・中間配当以外 Ｃ種優先期末配当のうち、その配当にかかる基準日が属する事業年度の初日（同日を

含む。）からその配当の基準日（同日を含む。）までの期間に相当する金額として月割

計算（ただし、１か月未満の期間については年365日又は年360日の日割計算）により

算出される額の金銭（以下「Ｃ種優先配当（期末配当・中間配当以外）」という。）

を支払う。ただし、既にその事業年度において、Ｃ種優先中間配当又はその事業年度に

属する日を基準日とするＣ種優先配当（期末配当・中間配当以外）を支払ったとき

は、それらの累積額を控除した額とする。

残余財産の分配 １．残余財産の分配を行う場合は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき6,000円を支払う。　

 ２．Ｃ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合には、残余財産の分配に

当たりＣ種優先株式１株につき支払うべき金額は、6,000円に、株式分割又は株式併

合前のＣ種優先株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の総数

で除して算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上

げる。　

 ３．上記のほか、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対する残余財産の分配は行

わない。

買受け又は消却 当社は、いつでもＣ種優先株式を買受け、又は利益をもって消却することができる。
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  第一回Ｃ種優先株式

強制取得  １．当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者の意思にかかわらず、発行に際して

取締役会の決議で定めた期間（以下「取得請求期間」という。）の開始日の前日ま

で、取締役会が別に定める日をもって、会社法第461条に定める限度額を限度として、

Ｃ種優先株式を取得することができる。なお、Ｃ種優先株式の一部のみを取得すると

きは、抽選その他の方法により取得するＣ種優先株式を決定する。

  ２．上記１の場合においては、当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対し、

取得の対価として、Ｃ種優先株式１株につき、そのＣ種優先株式１株の発行価額に、

取得日の属する事業年度におけるＣ種優先期末配当の額を取得日の属する事業年度

の初日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数で日割計算した額

（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額

を支払うものとする。

  ３．Ｃ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合の発行価額は、調整後発

行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前のＣ種優先株式の総数を乗

じ、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の総数で除して算出される価額とする。

ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）とする。

普通株式への 転換請求期間 平成39年７月１日～平成54年６月30日

 転換請求権 転換により発行

すべき普通株式

数

Ｃ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、Ｃ種優先株主が転換請求のため

に提出したＣ種優先株式の発行価額総額を転換価額で除した数とし、１株未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。　

 当初転換価額 当初転換価額は、上記の転換請求期間の開始日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。　　　　　　　　　　　

 転換価額の修正 転換価額は、下記の各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会

社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後転換価額は円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間の

初日から転換価額修正日の前日までの日に、下記「転換価額の調整」で定める転換価

額の調整事由が生じた場合には、その平均値は、下記「転換価額の調整」に準じて取締

役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が

当初転換価額の50％（以下「下限転換価額」という。ただし、下限転換価額は、下記

「転換価額の調整」により転換価額が調整された場合は調整後転換価額を調整前転換

価額で除した比率（以下「調整比率」という。）に応じて調整される。下限転換価額

は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を下回る場合

には下限転換価額をもって、修正後転換価額とする。
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  第一回Ｃ種優先株式

普通株式への

転換請求権

転換価額修正日 平成40年７月１日～平成54年６月30日の毎年７月１日

転換価額の調整 １. 当社は、Ｃ種優先株式発行後、下記２に掲げる各事由により、当社の普通株式数に

変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以

下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

  
  

既発行普通株式数＋

新発行・処分

普通株式数
×
1株当たりの発

行・処分価額

 

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数

  ２. 転換価額調整式によりＣ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後

の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

  (１)下記４(２)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を

新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合

      調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降、これを適用する。

  (２)株式分割により普通株式を発行する場合

 調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用す

る。ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件にその部分をもっ

て株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、その分配可

能額の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のため

の株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、その分配可能額の資本組入

れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

    　なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日からそ

の分配可能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなし

た者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。

  
 

株式数

 

＝

〔調整前転換価額－調整後転換価額〕 ×
調整前転換価額をもって転換によりその期

間内に発行された株式数

調　　整　　後　　転　　換　　価　　額

    この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整

は行わない。

  

  (３)下記４(２)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される

証券若しくは転換できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株

式１株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権若しくは新株予

約権付社債を発行する場合

      調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社

債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの

とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。ただし、

その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適

用する。

  ３．転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額

相当額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される調

整後の転換価額にその都度算入する。
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  第一回Ｃ種優先株式

普通株式への

転換請求権

転換価額の調整 ４.(１)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

  (２)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、

上記２(２)ただし書の場合は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平

均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

  (３)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその

日、また株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の

日における当社の発行済普通株式数から、その日における当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。

  ５. 当社は、上記２の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、取締役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

  (１)株式の併合、資本の減少、会社法第762条に定められた新設分割、会社法第757条

に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

  (２)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転

換価額の調整を必要とするとき。

  (３)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を

考慮する必要があるとき。

普通株式への強制転換 １．当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求期間

中に請求の対象とされなかったＣ種優先株式について、同期間の末日の翌日以降の

日で取締役会の決議にて定める日（以下「強制転換日」という。）において、これを

取得することができる。

 ２．当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対し、取得の対価として、Ｃ種優

先株式１株につき、そのＣ種優先株式１株の発行価額を強制転換日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して

得られる数の普通株式を交付する。ただし、その平均値の計算は、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する方法によるものとし、かかる計算によ

り得られる金額が500円を下回るときは、500円とする。　

  ３．上記２の普通株式数の算出に当たり１株に満たない端数が生じたときは、会社法

に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。

  ４．Ｃ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合のその強制転換時の発行

価額は、調整後発行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前のＣ種優先

株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の総数で除して算出さ

れる価額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）とする。

期中転換又は強制転換があった

場合の取扱い

Ｃ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の期末配当又は中間配当

については、転換の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたときは

４月１日に、10月１日から翌年の３月31日までになされたときは10月１日に、それぞれ

転換があったものとみなしてこれを支払う。

議決権  Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

新株予約権等  当社は、Ｃ種優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権付社

債の割当てを受ける権利を与えない。

優先順位  Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式にかかる配当及び残余財産の分配の支払順位は、同順

位とする。

会社法第322条第２項に規定する

定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはない。

議決権を有しないこととしてい

る理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したため。

 
  なお、当該株式3,333千株は現物出資（借入金19,999百万円）によるものであります。
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（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備
金増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成21年７月１日～
平成21年９月30日

－

普通株式　　 38,738

第三回Ｂ種優先株式

333

第四回Ｂ種優先株式

4,166

第一回Ｃ種優先株式

3,333

－ 23,412 － 5,479

　

EDINET提出書類

ミサワホーム株式会社(E00318)

四半期報告書

17/37



（５）【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行
 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 8,393 18.02

ＮＰＦ－ＭＧ投資事業有限

責任組合
 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 5,593 12.00

トヨタ自動車株式会社  愛知県豊田市トヨタ町１番地 5,191 11.14

あいおい損害保険株式会社  東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 2,458 5.27

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

505041 （常任代理人　香港上

海銀行東京支店）

　
12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN U.K.（東京都

中央区日本橋三丁目11番１号）
1,354 2.90

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）
※１ 東京都港区浜松町二丁目11番３号 832 1.78

株式会社アイ・エル・エス ※２ 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 826 1.77

ミサワキャピタル株式会社 ※２ 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 734 1.57

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）
※１ 東京都中央区晴海一丁目８番11号 712 1.53

ザ チェース マンハッタン 

バンク エヌエイ ロンドン 

エス エル オムニバス アカ

ウント （常任代理人　株式会

社みずほコーポレート銀行決

済営業部）

　
WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD,

 ENGLAND（東京都中央区月島四丁目16番13号）
647 1.39

計 － 26,744 57.42

（注）　※１　所有株式数は、すべて同行の信託業務に係るものであります。

　　　　※２　会社法第308条第１項及び会社法施行規則第67条第１項の規定により、議決権を有しない株主であります。

　　　　　３　平成19年10月17日付ギャム・インターナショナル・マネジメント・リミテッドからの大量保有報告書により、平

成19年10月15日付で普通株式2,086千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四

半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。

　　　　　　　なお、ギャム・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの大量保有報告書の内容は以下のとおりであり

ます。

　　　　大量保有者　　　　　　　　　ギャム・インターナショナル・マネジメント・リミテッド

　　　　住所　　　　　　　　　　　　英国ロンドンSW1A 1NX、セント・ジェームス・プレイス 12

　　　　所有株式数　　　　　　　　　2,086,900株

　　　　発行済株式総数（優先株式数を除く。）に対する所有株式数の割合　5.39％
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　　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決
権に対する所
有議決権数の
割合（％）

ＮＰＦ－ＭＧ投資事業有限

責任組合
 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 55,930 15.21

トヨタ自動車株式会社  愛知県豊田市トヨタ町１番地 51,911 14.12

あいおい損害保険株式会社  東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 24,582 6.68

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

505041 （常任代理人　香港上

海銀行東京支店）

　

 

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN U.K.（東京都

中央区日本橋三丁目11番１号）
13,549 3.68

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）
※１ 東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,325 2.26

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）
※１ 東京都中央区晴海一丁目８番11号 7,129 1.93

ザ チェース マンハッタン 

バンク エヌエイ ロンドン 

エス エル オムニバス アカ

ウント （常任代理人　株式会

社みずほコーポレート銀行決

済営業部）

 
WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 

2HD, ENGLAND（東京都中央区月島四丁目16番13号）
6,473 1.76

日本生命保険相互会社  
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号（日本生命証

券管理部内）
6,090 1.65

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 　 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 5,599 1.52

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

505019 （常任代理人　香港上

海銀行東京支店）

 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX 518 IFSC

DUBLIN, IRELAND（東京都中央区日本橋三丁目11番

１号）

4,781 1.30

計 － 184,36950.16

（注）　※１　所有株式数は、すべて同行の信託業務に係るものであります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
 Ｂ種優先株式　　　4,499,900 

 Ｃ種優先株式　　  3,333,300　 　　　　　
－ （注）１

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

普通株式

（自己保有株式）　   131,200 　

（相互保有株式） 　1,560,900　

－ ・単元株式数は100株

完全議決権株式（その他） 普通株式          36,750,400 367,504
・単元株式数は100株

（注）２

単元未満株式

 優先株式　                61 　　　　

　　

 普通株式             296,414

－ －

発行済株式総数 46,572,175 － －

総株主の議決権 － 367,504 －

（注）１．優先株式の内容は、「１．株式等の状況」の「(1）株式の総数等」の「②　発行済株式」の注記に記載されて

おります。

　　　２．「完全議決権株式（その他）」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株（議決権の数13個）含まれ

ております。

 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）
（注）２

（自己株式）

ミサワホーム㈱（注)１

東京都新宿区西新宿二丁

目４番１号
131,200 － 131,200 0.33

（相互保有株式）

㈱アイ・エル・エス

東京都新宿区西新宿二丁

目４番１号
826,000 － 826,000 2.13

ミサワキャピタル㈱
東京都新宿区西新宿二丁

目４番１号
734,900 － 734,900 1.89

計 － 1,692,100－ 1,692,1004.36

（注）１．株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的に当社が所有していない株式が100株あります。

　　なお、当該株式は「① 発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。

　　　２．「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」の計算には、優先株式7,833,261株は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

ミサワホーム株式会社(E00318)

四半期報告書

20/37



２【株価の推移】

(1) 普通株式

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 335 363 465     450     426     385

最低（円） 226 295 333     311     335     306

　（注）東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載しております。

 

(2) Ｂ種優先株式

　当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。

 

(3) Ｃ種優先株式

　　当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,448 28,825

受取手形及び売掛金 7,064 7,802

分譲土地建物 51,327 61,937

未成工事支出金 13,464 14,205

商品及び製品 2,007 2,081

仕掛品 231 267

原材料及び貯蔵品 1,943 2,391

繰延税金資産 4,308 4,301

その他 4,657 5,830

貸倒引当金 △160 △240

流動資産合計 119,292 127,401

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 14,999

※1
 15,182

土地 25,069 25,076

その他（純額） ※1
 4,858

※1
 5,539

有形固定資産合計 44,927 45,798

無形固定資産 5,197 5,328

投資その他の資産

投資有価証券 2,440 2,793

繰延税金資産 6,411 7,388

その他 9,438 9,824

貸倒引当金 △3,417 △3,602

投資その他の資産合計 14,872 16,404

固定資産合計 64,997 67,531

資産合計 184,290 194,933
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 42,827 45,650

短期借入金 34,009 40,297

未払法人税等 463 621

賞与引当金 4,131 4,321

完成工事補償引当金 2,346 2,469

未成工事受入金 27,273 23,967

預り金 4,912 5,508

その他 9,397 10,518

流動負債合計 125,362 133,355

固定負債

社債 200 200

長期借入金 20,616 24,548

退職給付引当金 5,257 5,116

役員退職慰労引当金 981 1,090

その他 9,576 9,378

固定負債合計 36,630 40,334

負債合計 161,993 173,690

純資産の部

株主資本

資本金 23,412 23,412

資本剰余金 5,479 5,479

利益剰余金 △7,652 △9,071

自己株式 △4,248 △4,239

株主資本合計 16,992 15,581

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △57 143

土地再評価差額金 2,016 2,016

為替換算調整勘定 27 28

評価・換算差額等合計 1,987 2,188

少数株主持分 3,317 3,473

純資産合計 22,297 21,243

負債純資産合計 184,290 194,933
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 198,726 174,392

売上原価 152,827 134,778

売上総利益 45,899 39,614

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 5,393 4,627

販売促進費 2,914 2,367

完成工事補償引当金繰入額 993 723

給料及び手当 17,887 16,359

賞与引当金繰入額 3,296 2,600

減価償却費 1,575 1,528

その他の販売費 2,486 1,785

その他の一般管理費 7,026 5,336

販売費及び一般管理費合計 41,574 35,329

営業利益 4,324 4,285

営業外収益

受取利息 33 20

受取手数料 141 105

その他 423 495

営業外収益合計 597 621

営業外費用

支払利息 956 839

退職給付費用 208 207

その他 561 200

営業外費用合計 1,727 1,246

経常利益 3,195 3,659
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 132

投資有価証券売却益 32 193

貸倒引当金戻入額 27 68

訴訟損失引当金戻入額 40 －

完成工事補償引当金戻入額 － 71

その他 19 8

特別利益合計 119 474

特別損失

たな卸資産評価損 2,535 －

固定資産処分損 112 124

減損損失 114 187

投資有価証券売却損 － 4

投資有価証券評価損 65 59

割増退職金 － 1,079

その他 58 157

特別損失合計 2,886 1,612

税金等調整前四半期純利益 428 2,521

法人税、住民税及び事業税 287 288

法人税等調整額 1,242 1,023

法人税等合計 1,529 1,312

少数株主損失（△） △495 △209

四半期純利益又は四半期純損失（△） △605 1,419

EDINET提出書類

ミサワホーム株式会社(E00318)

四半期報告書

26/37



【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 ※
 133,281

※
 121,344

売上原価 100,661 91,929

売上総利益 32,619 29,415

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,608 2,270

販売促進費 1,676 1,278

完成工事補償引当金繰入額 534 497

給料及び手当 9,192 8,297

賞与引当金繰入額 1,525 1,340

減価償却費 789 757

その他の販売費 1,280 802

その他の一般管理費 3,454 2,578

販売費及び一般管理費合計 21,063 17,822

営業利益 11,556 11,592

営業外収益

受取利息 24 12

受取手数料 79 68

その他 193 276

営業外収益合計 297 357

営業外費用

支払利息 505 415

退職給付費用 104 103

その他 447 147

営業外費用合計 1,057 666

経常利益 10,796 11,283

特別利益

固定資産売却益 － 130

投資有価証券売却益 27 0

貸倒引当金戻入額 6 13

訴訟損失引当金戻入額 40 －

完成工事補償引当金戻入額 － 71

その他 15 －

特別利益合計 89 215

特別損失

固定資産処分損 81 70

減損損失 114 187

投資有価証券売却損 － 4

投資有価証券評価損 48 46

割増退職金 － 1,079

その他 32 126

特別損失合計 276 1,514

税金等調整前四半期純利益 10,609 9,984

法人税、住民税及び事業税 173 200

法人税等調整額 1,117 522

法人税等合計 1,291 722

少数株主利益 505 326

四半期純利益 8,812 8,936
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 428 2,521

減価償却費及びその他の償却費 2,446 2,263

のれん償却額 26 79

貸倒引当金の増減額（△は減少） 297 △242

その他の引当金の増減額（△は減少） △242 △237

受取利息及び受取配当金 △60 △39

支払利息 956 839

投資有価証券売却損益（△は益） △32 △189

減損損失 114 187

固定資産除売却損益（△は益） 103 △7

売上債権の増減額（△は増加） 1,415 744

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,247 11,929

仕入債務の増減額（△は減少） △4,061 △2,721

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,829 3,266

その他 △1,378 △702

小計 7,090 17,691

利息及び配当金の受取額 93 67

利息の支払額 △1,137 △816

法人税等の支払額 △394 △376

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,651 16,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △201 △214

定期預金の払戻による収入 289 135

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,764 △912

有形及び無形固定資産の売却による収入 168 217

投資有価証券の取得による支出 △506 －

投資有価証券の売却による収入 29 233

その他 △38 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,025 △533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △20,593 △5,957

長期借入れによる収入 28,529 500

長期借入金の返済による支出 △8,288 △4,856

少数株主への配当金の支払額 △15 △16

自己株式の取得による支出 △4 △8

工事請負代金流動化による純支出(△) △6,799 －

その他 － △145

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,172 △10,483

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,548 5,543

現金及び現金同等物の期首残高 40,878 28,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 37,330

※
 34,015
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結子会社の数　　　　　　　 43社

(2)連結範囲の変更　

　（減少）

　第２四半期連結会計期間

　・会社清算によるもの　　　　　１社

　　青森ミサワ建設㈱　

　第１四半期連結会計期間

　・連結会社間の合併によるもの　１社

　　ミサワホームイング東海㈱

　　（ミサワホームイング東海㈱とミサワ東海建設㈱は、ミサワ東海建設㈱を

存続会社として合併し、商号をミサワホームイング東海㈱に変更しまし

た。）

２．会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事（工期がごく短

期間のもの等を除く）については工事進行基準を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用している

ものがないため、これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益への影響はありません。

 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

１．前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」（前第２四半

期連結累計期間９百万円）は、当第２四半期連結累計期間においては区分掲記しております。

２．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「訴訟損失引当金戻入額」（当第２四半期連結累計

期間０百万円）は、当第２四半期連結累計期間においては特別利益の「その他」に含めて表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　　前第２四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」（前第２四半期

連結会計期間９百万円）は、当第２四半期連結会計期間においては区分掲記しております。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合

は、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。

 

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく四半期

連結会計期間末要支給額を計上しておりましたが、平成21年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰

労金制度を廃止しております。

　これに伴い、在任期間に対応した退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給するこ

とを同株主総会で決議いたしましたが、支給の時期及び金額が確定していないため、当第２四半期連結会計期間末要支給

額を役員退職慰労引当金に計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

建物及び構築物 19,919百万円

その他 18,584百万円

　計 38,504百万円

建物及び構築物 19,643百万円

その他 17,348百万円

　計 36,992百万円

　２．保証債務

「ミサワホーム」購入者等のためのつなぎ融資等

に対する保証債務　   　　　  　　 43,826百万円

　２．保証債務

「ミサワホーム」購入者等のためのつなぎ融資等

に対する保証債務　   　　　　　 　43,665百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※  当社グループでは、建築請負事業の特性として、建物

の完成引渡が第２四半期と第４四半期に偏ることから、

第２四半期連結会計期間の売上高の割合が高くなると

いった季節変動要因があります。

※                     同左            

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 37,736百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △405百万円

現金及び現金同等物 37,330百万円

現金及び預金勘定 34,448百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △432百万円

現金及び現金同等物 34,015百万円

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 38,738千株

第三回Ｂ種優先株式 333千株

第四回Ｂ種優先株式 4,166千株

第一回Ｃ種優先株式 3,333千株

計 46,572千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　 　　1,692千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）　

　住宅事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

 

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平

成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）　

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

  当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）　

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）　

  該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 △756.34円 １株当たり純資産額 △788.11円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等又は四半期純損失金額（△）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △16.33円 １株当たり四半期純利益金額 38.30円

  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
9.32円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額   

四半期純利益又は純損失（△）（百万円） △605 1,419

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）

（百万円）
△605 1,419

期中平均株式数（千株） 37,097 37,058

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 115,191

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

Ｃ種優先株式の転換予約権

（27,886千株）。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１．株式等の状況、(1)株

式の総数等、②発行済株式(注)

３．第一回Ｃ種優先株式の内

容」に記載のとおりでありま

す。

          ─────
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 237.58円 １株当たり四半期純利益金額 241.22円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
102.78円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
58.70円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 8,812 8,936

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 8,812 8,936

期中平均株式数（千株） 37,095 37,047

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 48,648 115,191

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

─────

 

─────

 

 

（重要な後発事象）

       該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

       該当事項はありません。

　

２【その他】

(1）決算日後の状況

　該当事項はありません。

　

(2）訴訟

　当社は、三澤株式会社（東京都新宿区西新宿8-5-3）より、過去に同社が当社に対して立替えた出捐負担金が有り、

それを清算していないとして、平成18年７月７日東京地方裁判所に、立替金請求訴訟（訴訟物の価額10,813百万

円）を提起されておりました。

　当社としては、法的根拠を全く欠く不当請求であると考えており、その旨を裁判手続きにおいて主張した結果、当

社の主張が全面的に受け入れられ、平成21年3月25日に東京地方裁判所にて当社勝訴判決が言い渡されました。その

後、平成21年4月8日付で4,182百万円に限り控訴され、東京高等裁判所にて係属中でしたが、平成21年11月4日付で、

控訴棄却の判決が言い渡され、第二審においても当社勝訴となりました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年11月12日

ミサワホーム株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐藤　元宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　達郎　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　秀明　　印

 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミサワホーム株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミサワホーム株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認めら

れなかった。

　

 追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年11月12日　　　　

ミサワホーム株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐藤　元宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　達郎　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　秀明　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミサワホーム株式

会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミサワホーム株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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